
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
製
菓
衛
生
師
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定
の
一
部
改

正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
五

○
青
森
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
青
森
市
選
挙
区
に
お
け
る
欠
員
に
よ
る

繰
上
補
充
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

公
安
委
員
会

○
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
生
活
安
全

企

画

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

株
式
会
社

五
所
川
原

ケ
ア
セ
ン

タ
ー

五
所
川
原
市
字
一

ツ
谷
五
五
四
の
一

〇

訪
問
介

護

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
い
こ

い

五
所
川
原
市
字

一
ツ
谷
五
五
四

の
九

令
和五･
四･一一
令
和五･
五･三一

青
森
県
報
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第
六
百
十
八
号

令
和
五
年六

月
二
日

（
金
曜
日
）



社
会
福
祉

法
人
愛
の

園

上
北
郡
野
辺
地
町

字
前
田
二
三
の
一
訪
問
介

護

社
会
福
祉

法
人
愛
の

園
ヘ
ル

パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
ひ
か
り

上
北
郡
野
辺
地

町
字
前
田
二
三

の
一

五･
三･一四
五･
五･二五

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
桂
久
会

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
廻
堰
字
東
下

山
九
一
の
二

短
期
入
所

介
護
老
人
保

健
施
設
湖
水

荘
医
療
型
短

期
入
所
事
業

所

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
廻
堰
字
東
下

山
九
一
の
二

令
和五･
六･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
大

野
店

青
森
市
大
字
大
野
字
山
下
一
七
三
の
一
四

令
和五･
六･
一

フ
レ
デ
ィ
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
百
石
町
四
七
の
一

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
階
上
町
大
字
鳥
屋
部
字
行
人
三
六
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
階
上
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
階
上
町
大
字
鳥
屋
部
字
行
人
三
六
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
階
上
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

製
菓
衛
生
師
試
験
の
施
行

令
和
五
年
製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則

（
昭
和
四
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

令
和
五
年
八
月
十
七
日
（
木
）

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
西
棟
八
階
大
会
議
室

二

受
験
願
書
受
付
期
間

令
和
五
年
七
月
七
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合

は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課
食
品
衛
生
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
は
、
県
内
各
地
域
県
民
局
（
保
健
所
）
、
青
森
市
保
健
所
、
八
戸
市
保
健
所
及
び
青

森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課
食
品
衛
生
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課
食
品
衛
生
グ
ル
ー
プ
（
電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
一
四
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
川

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

中
南
地
域
県
民
局
長

井

沼

広

美

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉

石
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

菅

孝

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

大
沢

稔

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
中
市
字
中
市
九

令
和
五･
四･二四

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
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地
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

菅

孝

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

高
橋

敏
美

三
戸
郡
南
部
町
大
字
高
橋
字
高
橋
三
八
の
一

令
和
五･
三･二三

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
蛯
川

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

菅

孝

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
地

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

菅

孝

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

上
北
地
域
県
民
局
長

雪

森

正

三

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

三
沢
市
大
字
三
沢
字
下
久
保
四

一
の
二
三

九
六
・
七
四
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

令
和五･
五･二五

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
豆

田
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

上
北
地
域
県
民
局
長

雪

森

正

三

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

平
成
八
年
十
月
四
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る

こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

表
中
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「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

田
村
智
和
後
援
会

宮
下

久
志

加
藤

直
人

下
北
郡
東
通
村
大
字

蒲
野
沢
字
桑
原
道
五

の
三

令
和五･
四･
五

共
創
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ

山
田

伸

山
田

伸

む
つ
市
新
町
一
〇
の

三
〇

五･
四･
七

ひ
ろ
さ
き
を
じ
ぞ

く
か
の
う
な
町
に

す
る
会

山
口

祐
太

早
狩

卓

弘
前
市
大
字
南
大
町

二
丁
目
一
の
一
三

五･
四･
七

藤
田
て
つ
や
後
援

会

花
部

訓

佐
藤

真
治

む
つ
市
下
北
町
五
の

一
七
ミ
ッ
キ
ー
ハ
ウ

ス
２
―
Ａ

五･
四･
七

山
田
伸
後
援
会

山
田

伸

山
田

伸

む
つ
市
新
町
一
〇
の

三
〇

五･
四･
七

佐
々
木
信
彦
後
援

会

泉

学

石
戸

い
づ
美

下
北
郡
大
間
町
大
字

大
間
字
大
間
平
三
六

の
八

五･
四･一〇

奥
島
貞
一
後
援
会

奥
島

松
一

菊
池

文
雄

下
北
郡
東
通
村
大
字

目
名
字
小
田
野
坂
六

八

五･
四･一一

七
戸
均
後
援
会

花
谷

貞
悦

花
谷

貞
悦

西
津
軽
郡
深
浦
町
大

字
深
浦
字
浜
町
二
七

〇

五･
四･一一

政
志
結
社
一
人
百

殺

日
向

譲

日
向

譲

上
北
郡
東
北
町
大
字

上
野
字
手
長
三
九
の

一

五･
四･二〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日
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む
つ
来
さ
ま
い
館

〃

田
名
部
町
一
〇
の
一

む
つ
来
さ
ま
い
館

〃

田
名
部
町
一
〇
の
一

む
つ
市
ウ
ェ
ル
ネ
ス
パ
ー
ク

し
も
き
た
克
雪
ド
ー
ム

〃

真
砂
町
八
の
八

む
つ
市
総
合
ア
リ
ー
ナ

〃

真
砂
町
九
の
一

む
つ
市
川
内
体
育
館

〃

川
内
町
榀
木
一
五
三

む
つ
市
大
畑
体
育
館

〃

大
畑
町
中
島
一
〇
八
の
五



自
由
民
主
党
倉
石
支

部（
大
沢

義
之
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
天

満
二
六
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
又
重
字
舘

町
一
六

令
和五･
三･二六

自
由
民
主
党
新
郷
村

支
部
（
村
岡

和
俊
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
新
郷
村
大

字
戸
来
字
中
里
家

ノ
下
モ
四
七
の
一

三
戸
郡
新
郷
村
大

字
戸
来
字
川
台
六

二

五･
二･二五

代

表

者

村
岡

和
俊

中
平

秀
夫

五･
二･二五

社
会
民
主
党
青
森
県

連
合
（
今
村

修
）

会
計
責
任
者

若
木

政
人

小
野
寺

文
郎

五･
三･二五

立
憲
民
主
党
青
森
県

第
２
区
総
支
部

（
田
名
部

匡
代
）

代

表

者

田
名
部

匡
代

高
畑

紀
子

五･
三･一八

自
由
民
主
党
青
森
県

郵
政
政
治
連
盟
支
部

（
中
村

天
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
七
戸
町
字

野
続
一
三
の
四

弘
前
市
大
字
千
年

三
丁
目
六
の
五
二

五･
四･一五

代

表

者

中
村

天

岡
部

浩
幸

五･
四･一五

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

中
尾
利
香
を
さ
さ
え

る
会
（
佐
々
木

千
佳
子
）
代

表

者

佐
々
木

千
佳
子

村
山

康
子

令
和五･
四･
一

三
村
申
吾
南
部
町
後

援
会
（
沖
田

周
蔵
）

会
計
責
任
者

伊
藤

英
二

中
居

俊
夫

五･
三･二九

関
和
典
後
援
会

（
前
山

秋
雄
）

代

表

者

前
山

秋
雄

桂
田

正
春

五･
四･
一

関
良
後
援
会

（
宮
越

繁
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
一
〇
九
の

一
一

青
森
市
大
字
新
城

字
山
田
二
二
の
五

五･
四･一二

葛
西
健
人
後
援
会

（
佐
々
木

榮
一
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
長
野
字
福
岡

三
一
の
一

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
辻
字
松
元
七

七
の
九

五･
四･二四

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
青
森
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
青
森
市
選
挙
区
に
お
け
る
欠
員
に
よ
る

繰
上
補
充
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

一

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

県
庁
舎
議
会
棟
三
階

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
室

二

日
時

令
和
五
年
六
月
六
日

午
後
二
時
三
十
分

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
少
年
指
導
委
員
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二

号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
六
月
一
日
付
け
で
、
少
年
指
導
委
員
を
委
嘱
し
た

の
で
、
同
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

野

呂

知

子

氏

名

連

絡

先

活

動

区

域
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坂

本

一
青
森
警
察
署
生
活
安
全
課

（
電
話

〇一七-七二三-〇一一〇）
青
森
市
の
う
ち
、
青
森
駅
周
辺
（
安
方
一

丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
新
町
一
丁
目
か

ら
二
丁
目
ま
で
、
古
川
一
丁
目
か
ら
二
丁

目
ま
で
、
柳
川
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま

で
）
、
本
町
周
辺
（
長
島
一
丁
目
か
ら
二

丁
目
ま
で
、
本
町
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま

で
、
本
町
五
丁
目
、
橋
本
一
丁
目
、
堤
町

一
丁
目
）
、
観
光
通
り
周
辺
（
緑
三
丁
目

九
番
か
ら
一
一
番
ま
で
、
青
葉
三
丁
目
五

番
か
ら
九
番
ま
で
、
浦
町
字
奥
野
六
一
二

番
地
か
ら
六
二
九
番
地
ま
で
、
浜
田
字
豊

田
四
六
番
地
、
浜
田
字
豊
田
三
五
七
番
地

か
ら
三
八
七
番
地
ま
で
、
浜
田
字
玉
川
一

七
七
番
地
、
浜
田
字
玉
川
二
〇
二
番
地
か

ら
二
〇
七
番
地
ま
で
、
浜
田
字
玉
川
二
二

〇
番
地
か
ら
二
二
四
番
地
ま
で
、
浜
田
字

玉
川
二
三
五
番
地
、
浜
田
字
玉
川
三
四
〇

番
地
か
ら
三
五
二
番
地
ま
で
、
八
ッ
役
字

矢
作
六
九
番
地
か
ら
七
四
番
地
ま
で
、
問

屋
町
二
丁
目
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、
第
二

問
屋
町
二
丁
目
二
番
か
ら
五
番
ま
で
、
大

野
字
若
宮
一
八
二
番
地
、
東
大
野
二
丁
目

五
番
か
ら
一
三
番
ま
で
、
浜
田
一
丁
目
一

四
番
、
浜
田
三
丁
目
一
番
か
ら
三
番
ま

で
、
妙
見
二
丁
目
四
番
、
妙
見
三
丁
目
九

三
番
）
、
は
ま
な
す
町
周
辺
（
は
ま
な
す

二
丁
目
一
番
、
は
ま
な
す
二
丁
目
五
番
、

八
重
田
四
丁
目
二
番
）
、
石
江
三
好
周
辺

（
三
好
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
石
江

字
三
好
一
七
一
番
地
、
新
田
一
丁
目
二

番
、
新
田
三
丁
目
一
一
八
番
）
、
三
内
稲

元
周
辺
（
三
内
字
稲
元
一
一
八
番
地
か
ら

一
二
〇
番
地
ま
で
、
三
内
字
玉
作
一
番
地

か
ら
五
番
地
ま
で
）
、
港
町
周
辺
（
港
町

二
丁
目
一
〇
番
、
港
町
三
丁
目
六
番
、
合

浦
一
丁
目
一
番
）
、
南
佃
周
辺
（
南
佃
一

丁
目
一
七
番
、
南
佃
二
丁
目
七
番
）
の
区

域
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青
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目
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青

森

県

(印
刷
所
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青
森
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